
　

生
活
習
慣
病
予
防
健
診
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡

大
の
状
況
な
ど
で
、
延
期
・
中
止
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
期
間　

８
月
１
日
㈯
～
11
月
30
日

㈪
▽
内
容

・
基
本
的
な
健
診
項
目
…
身
体
計

測
、
血
圧
、
血
中
脂
質
検
査
、
肝

機
能
検
査
、
代
謝
系
検
査
、
腎
機

能
検
査

・
詳
細
な
健
診
項
目
…
貧
血
検
査
、

心
電
図
検
査
、
眼
底
検
査
、
血
清

ク
レ
ア
チ
ニ
ン
検
査（
ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
）

※
医
師
の
判
断
に
基
づ
き
選
択
的
に

実
施
し
ま
す
。

▽
対
象　

昭
和
56
年
４
月
１
日
か
ら

昭
和
61
年
３
月
31
日
生
ま
れ
ま
で

の
方
（
職
場
な
ど
で
人
間
ド
ッ
ク

な
ど
を
受
け
る
方
、
受
け
る
予
定

の
方
を
除
く
）

▽
費
用　

無
料

▽
健
診
方
法　

問
診
票
（
必
要
事
項

を
記
入
）
と
受
診
券
を
お
持
ち
の

上
、
市
内
協
力
医
療
機
関
で
受
診

し
ま
す
。

▽
そ
の
他　

受
診
券
・
問
診
票
な
ど

は
、
７
月
下
旬
か
ら
順
次
送
付
し

ま
す
。

▽
申
込
み
方
法（
電
話
申
込
み
不
可
）

・
は
が
き
…
７
月
31
日
㈮
（
消
印
有

効
）
ま
で
に
、
「
生
活
習
慣
病
予

防
健
診
申
込
」、
住
所
、
氏
名
、

生
年
月
日
、
性
別
、
電
話
番
号
を

記
入
の
上
、送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

・
電
子
申
請
…
７
月
31
日
㈮
ま
で
に

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
電
子
申
請
」

か
ら
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
電
子
申
請

　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と

な
ら
な
い
難
聴
の
児
童
に
対
す
る
、

補
聴
器
購
入
費
の
一
部
助
成
の
対
象

品
目
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
（
表
１
、

表
２
）。

▽
対
象　

次
の
①
か
ら
④
ま
で
の
全

て
に
該
当
す
る
18
歳
未
満
の
方

①
市
内
に
住
所
が
あ
る
方

②
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
お
お
む
ね
30

デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
身

体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
る
こ

と
の
で
き
な
い
程
度
の
聴
力
の
方

③
補
聴
器
を
装
用
す
る
こ
と
で
、
言

語
の
習
得
な
ど
一
定
の
効
果
が
期

待
で
き
る
と
医
師
が
判
断
す
る
方

④
他
の
自
治
体
で
同
様
の
事
業
に
よ

る
助
成
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

※
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
対
象
外

・
同
一
世
帯
に
市
民
税
所
得
割
の
額

が
46
万
円
以
上
の
方
が
い
る
場
合

・
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
や
そ
の

他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
補
聴

器
購
入
費
用
の
助
成
を
受
け
て
い

る
場
合

▽
助
成
額　

基
準
額
と
補
聴
器
の
購

入
費
用
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の

額
の
９
割
（
生
活
保
護
、
低
所
得

世
帯
は
全
額
）

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

障
が
い
者
支

援
課　

障
が
い
者
相
談
係
（
直
通

５
５
８
・
１
１
５
７
）

さ
れ
る
方
は
、
次
の
コ
ー
ド
か
ら

ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。　

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

健
康
課
健
康

づ
く
り
係
（
〒
１
９
７

－

０
８

１
４　

二
宮
３
５
０
、
直
通
５
５

８
・
１
１
８
３
）

　

旧
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
２
級
資
格
と

同
じ
く
、
介
護
を
学
ぶ
全
て
の
方
の

入
門
と
な
る
研
修
で
す
。
介
護
に
お

け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
、

生
活
支
援
技
術
な
ど
の
講
義
と
演
習

（
合
計
１
３
０
時
間
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
）
で
す
。

▽
日
時　

９
月
か
ら
令
和
３
年
１
月

ま
で
の
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▽
講
師　

介
護
福
祉
士
な
ど

▽
定
員

18
人

▽
持
ち
物　

昼
食
、
飲
み
物
、
筆
記

用
具
な
ど

※
内
容
に
よ
っ
て
別
に
持
ち
物
あ
り

▽
費
用　

８
万
円
（
テ
キ
ス
ト
代
を

含
む
）

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

五
日
市
セ
ン

タ
ー
（
☎
５
３
３
・
０
３
３
０
）、

医
療
法
人
財
団

暁

あ
き
る
台
病

院
（
☎
５
５
０
・
６
１
０
２
）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
て
い
る
子
育
て
世
帯
の

生
活
を
支
援
す
る
た
め
、
児
童
手
当

（
特
例
給
付
を
除
く
）
を
受
給
し
て

い
る
方
に
、
「
子
育
て
世
帯
へ
の
臨

時
特
別
給
付
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

▽
支
給
対
象　

令
和
２
年
４
月
分

（
３
月
分
を
含
む
）
の
児
童
手
当

を
受
給
す
る
方

※
特
例
給
付
（
平
成
30
年
中
の
所
得

が
児
童
手
当
の
所
得
制
限
限
度
額

以
上
で
、
児
童
１
人
当
た
り
の
支

給
額
が
月
額
５
千
円
）
を
受
給
し

て
い
る
方
は
、
対
象
外
で
す
。

▽
対
象
児
童　

平
成
16
年
４
月
２
日

か
ら
令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
方
で
、
令
和
２
年
４
月

分
（
４
月
か
ら
新
高
校
１
年
生
と

な
っ
て
い
る
場
合
な
ど
は
３
月

分
）
の
児
童
手
当
の
対
象
と
な
る

児
童

▽
支
給
額　

対
象
児
童
１
人
に
つ
き

１
万
円
（
１
回
限
り
）

▽
申
請
方
法
な
ど

・
公
務
員
以
外
の
方
…
申
請
は
不
要

で
す
。
対
象
の
方
に
は
、
案
内
を

送
付
し
ま
し
た
。

※
給
付
金
の
受
給
を
希
望
し
な
い
場

合
は
、
６
月
５
日
㈮
（
必
着
）
ま

で
に
受
給
拒
否
の
届
出
書
を
原
則

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

・
公
務
員
の
方
…
申
請
が
必
要
で

す
。
所
属
庁
か
ら
配
付
さ
れ
る
申

請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

所
属
庁
の
証
明
を
受
け
た
後
、
令

和
２
年
３
月
31
日
（
新
高
校
１
年

生
な
ど
は
、令
和
２
年
２
月
29
日
）

時
点
で
住
民
票
の
あ
る
市
区
町
村

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
あ
き
る
野
市
の
申
請
期
限
は
、
11

月
30
日
㈪
（
必
着
）
ま
で

▽
支
給
時
期　

６
月
下
旬
頃

※
６
月
下
旬
以
降
、
口
座
へ
の
振
込

が
確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
の
方
の
支
給
時
期
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

▽
支
給
方
法　

原
則
、
令
和
２
年
４

月
分
（
３
月
分
を
含
む
）
の
児
童

手
当
を
受
給
し
て
い
る
口
座
に
振

り
込
み
ま
す
。

※
児
童
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
指

定
し
て
い
た
口
座
を
解
約
な
ど
し

て
お
り
、
給
付
金
の
支
給
に
支
障

が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

は
、
児
童
手
当
の
振
込
指
定
口
座

の
変
更
手
続
等
を
お
願
い
し
ま

す
。
な
お
、
監
護
す
る
児
童
が
４

月
か
ら
新
高
校
１
年
生
と
な
っ
て

い
る
な
ど
に
よ
り
、
令
和
２
年
４

月
分
の
児
童
手
当
の
支
給
を
受
け

な
い
方
で
、
指
定
口
座
を
解
約
等

し
て
お
り
、
給
付
金
の
支
給
に
支

障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

に
限
り
、
給
付
金
支
給
口
座
登
録

等
の
届
出
書
の
提
出
が
必
要
に
な

り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※
公
務
員
の
方
は
、
申
請
書
に
記
入

さ
れ
た
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

※
指
定
口
座
へ
の
振
込
が
口
座
解

約
・
変
更
な
ど
に
よ
り
で
き
な
い

場
合
は
、
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時

特
別
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
、
12
月
末
ま
で
に
対
応
を
お

願
い
し
ま
す
。

▽
そ
の
他　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を

理
由
に
避
難
し
て
い
る
方
で
、
令

和
２
年
４
月
分
の
児
童
手
当
を
配

偶
者
（
Ｄ
Ｖ
加
害
者
）
が
受
給
し

て
い
る
場
合
で
も
、
子
育
て
世
帯

へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
の
支
給
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。
住
民
票
の
異
動
や
配
偶
者
の

い
る
市
区
町
村
に
連
絡
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
問
合
せ　

子
ど
も
政
策
課
子
ど
も

政
策
係

表１　すでに助成対象となっている品目
補聴器の種類 基準価格に含まれるもの １台当たりの基準価格 耐用年数

高度難聴用ポケット型

補聴器本体（電池を含む）、

イヤモールド

１３７，０００円 ５年

高度難聴用耳かけ型

重度難聴用ポケット型

重度難聴用耳かけ型

耳あな型（レディメイド）

耳あな型（オーダーメイド）補聴器本体（電池を含む）

骨導式ポケット型
補聴器本体（電池を含む）、

骨導レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型
補聴器本体（電池を含む）、

平面レンズ

表２　新たに助成対象となる品目
補聴システム １台当たりの基準価格 耐用年数

ワイヤレスマイク ９８，０００円

５年受信機 ８０，０００円

オーディオシュー ５，０００円

電子申請用コード

市民の皆さんにメッセージが届いています

必ず元の元気いっぱいのあきる野市が、
戻ってくると思うので、あとちょっと、
あとちょっとだけ自粛生活、がんばりましょう。
ポジティブな明るさを胸に、
みんなで協力して乗り切りましょう！

　あきる野市民栄誉賞受賞者で、

元バレーボール日本代表の木村沙

織さんから市民の皆さんにメッ

セージ動画が届きました。

　次のコードから動画を見ること

ができます。

元バレーボール日本代表
木村沙織さん

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和２年（2020年）６月１日 （2）

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
を支

給
し
ま
す

生
活
習
慣
病
予
防
健
診

　
　
　
　
　
（
35
歳
〜
39
歳
）

受
診
者
募
集

介
護
職
員
初
任
者
研
修

中
等
度
難
聴
児
の
補
聴
器
購

入
費
一
部
助
成
の
対
象
品
目

を
追
加
し
ま
す


